
調査対象事業所（約118事業所） 既存事業所（3819事業所） 新規事業所　（指定後3ヶ月）

①R5.1.1～R5.12.31の間に指定を受け、その間の介護報酬が100万円を超えた事業所。
②R4 .12.31以前に指定を受け、調査を受けたことがない事業所。

※100万円未満の事業所の調査は翌年度以降へ繰り越し（100万円を超えた年の翌年に調査対象となる）。

R4以前に指定を受け、R5年中の介護報酬が100万円を超えた事業所。
※過去に調査を受けたことがある事業所。

R6.4.1以降に指定を受けた事業所。
ただし、報告義務は基本情報のみ。

令和6年4月

令和6年5月

令和6年6月

令和6年7月

令和6年8月 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和6年9月         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　居宅介護支援事業所２５件は電話調査（訪問はしない）

令和6年10月
（10／21リリース）

令和6年11月

令和6年12月

令和6年1月

令和6年2月

令和6年3月

令和6年4月

令和6年5月

令和６年度介護サービス情報の公表に関するスケジュール

調査・報告対象事業所の確定調査方針・計画等の決定【公表の調査について】

原則として月曜日・火曜日・木曜日を調査日とする。

※水曜日・金曜日は予備日とする。

報告依頼（10月中旬）

４~7月指定新規事業所

報告・確認(11月)

公表(12月)

修正・再報告・確認等

報告依頼（12月中旬）

8~11月指定新規事業所

報告・確認(1月)

公表(2月)

修正・再報告・確認等

報告依頼（3月下旬）

報告・確認(4月)

公表(5月)

修正・再報告・確認等

報告依頼（12月中旬）

報告・確認(１月)

公表(２月)

修正・再報告・確認等
報告依頼（1月下旬）

報告・確認(2月)

公表(3月)

修正・再報告・確認等

報告依頼（11月下旬）

報告・確認(12月)

公表(1月)

修正・再報告・確認等

報告依頼（2月下旬）

報告・確認(3月)

公表(4月)

修正・再報告・確認等

報告依頼（１０月下旬）

調査(1２月)

報告(１１月）

公表(１月)

修正等

報告依頼（１１月中旬）

調査(１月)

報告(１２月）

公表(２月)

修正等

報告依頼（１２月中旬）

調査(２月)

報告(１月）

公表(３月)

修正等

報告依頼（3月中旬）

12~3月指定新規事業所

報告・確認(4月)

公表(5月)

修正・再報告・確認等

報告依頼（10月下旬）

報告・確認(11月)

公表(12月)

修正・再報告・確認等

報告依頼（１月中旬）

調査(3月)

報告(2月）

公表(4月)

修正等

報告依頼（１０月中旬）

電話調査(1０月)

報告(10月）

公表(12月)

修正等

報告依頼（１０月中旬）

調査(１１月)

報告(１１月）

公表(１２月)

修正等


